
 

居 宅 介 護 支 援 重 要 事 項 説 明 書 

＜令和 ８ 年 ６ 月 1 日現在＞ 

 

１．当会が提供するサービスについての相談窓口 

 

電話 （０５３）４０１－００８２（午前８時３０分～午後５時まで） 

 

担当  宮上 夏世 

 

＊ご不明な点は、なんでもお尋ね下さい。 

 

２．ＪＡ静岡厚生連遠州病院居宅介護支援事業所（名称）の概要 

 

（１）居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域 

   事 業 所 名 ＪＡ静岡厚生連遠州病院  

   所   在   地 浜松市中央区中央一丁目１番１号  

  介護保険指定番号 居宅介護支援 （静岡県２２１７１１００６９号）  

  サービスを提供す 浜松市 中央区(雄踏､舞阪を除く)、浜名区（新都田、滝沢、都田、  

  る地域＊ 鷲沢）  

＊上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 

（２）同事業所の職員体制 

    資格   常勤  非常勤   業務内容    計  

  管   理  者 

（主任介護支援専門員） 

  １ 名     0名 業務管理 他  １ 名  

  介護支援専門員  看護師 

 

作業療法士 

２名 

(内１名兼務) 

１ 名 

    0名 サービス計画 

作成の支援他 

 ３ 名 

管理者兼務 

 

 

（３）営業時間 

     平     日     午前８時３０分～午後５時  

 土 曜 日 

（第１・第３） 

    午前８時３０分～午後１２時３０分  

国民の祝日、開院記念日、第２・４・５土曜日、年末年始、理事長の定めた休日を除く 

  ＊緊急時連絡先(２４時間可)遠州病院居宅介護支援事業所（０５３）４０１－００８２

   



３．居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．利用料金 

 

（１）利用料 

介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担は 

ありません。ただし、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われ

ない場合は、１ヶ月につき要介護度に応じて利用料をいただき、当事業所からサー

ビス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日浜松市の窓口に

提出致しますと、差額の支払いを受けることができます。 

 

＊各単位数に浜松市の地域区分１０、２１を乗じた額が、利用料金となります。 

 

① 居宅介護支援費 

１ケ月につき要介護１、２         １,０８６単位 

要介護３、４、５       １,４１１単位 

                      

②他適応時に次の加算があります。 

 ・居宅介護費に付随 

 特定事業所加算Ⅰ              ５１９単位 

特定事業所加算Ⅱ              ４２１単位 

特定事業所加算Ⅲ              ３２３単位 

特定事業所加算Ａ              １１４単位 

特定事業所医療介護連携加算         １２５単位 

 

初回加算                  ３００単位  

退院退所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）     ４５０～９００単位 

入院情報連携加算（Ⅰ）、（Ⅱ）   ２５０又は２００単位  

ターミナルケアマネジメント加算       ４００単位 

緊急時等居宅カンファレンス加算       ２００単位  

通院時情報連携加算              ５０単位 

 

 処遇改善加算 介護職員等処遇改善加算 １ケ月あたり所定単位数の２．１％ 
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（２）交通費 

前記２の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域の方は、実費をいただきます｡ 

①実施地域を越えた地点から片道１０ｋｍ以上２０ｋｍ未満 ５００円 

 ②以降、１０ｋｍ毎                   ５００円 

 

（３）解約料 

ご利用者はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。 

    

５．サービスの利用方法 

 

（１）サービスの利用開始 

お申し込み後に面談をいたします。 

契約を締結したのち、サービスの提供を開始します。 

 

（２）サービスの終了 

①ご利用者のご都合でサービスを終了する場合 

文書でお申し出下さればいつでも解約できます。 

②当会の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合

がございます。その場合は、終了１ケ月前までに文書で通知するとともに、地域

の他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。 

③自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・ご利用者が介護保険施設に入所した場合 

・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の介護認定区分が、非該当（自 

立）又は要支援（１、２）と認定された場合 

・ご利用者がお亡くなりになった場合 

    ④その他 

ご利用者やご家族などが当会や当会の介護支援専門員に対して本契約を継続し 

難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサー 

ビスを終了させていただく場合がございます。 

   【居宅介護支援にあたっての禁止行為】 

ア、 故意による暴言・暴力･嫌がらせ・誹謗中傷などの迷惑行為。 

イ、 パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなどの行為。 

ウ、サービス利用中に利用者本人以外の写真や動画等を撮影・録音すること及び 

       これらをインターネット等に掲載すること。 

 

６．当会の居宅介護支援の特徴等 

 

（１）運営の方針 

 

        １．市からの委託を受けて、要介護認定に係る訪問調査を実施する。    

    ２．要介護者等が保健・医療・福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者 

     等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成すると共に、その計画に基づいて 

     サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整・介護保健  

    施設の紹介その他の便宜の提供を行う。 



 

（２）居宅介護支援の実施概要等 

 

１．市からの委託を受けて行う訪問調査 

２．居宅サービス計画の作成（介護支援専門員の担当件数は標準担当件数に準ずる） 

３．サービス事業所との連絡調整・介護保険施設の紹介 

４．要介護認定申請の代行           

 

（３）サービス利用のために                                                        

   事項  有無       備 考  

 介護支援専門員の変更   ○  変更を希望される方はお申し  

    出ください  

 調査（課題把握）の方法   －  ＜例＞全社協版  

 介護支援専門員への研修の実施   ○  年１回研修を実施しています  

 契約後、居宅サービス計画の作成    

 段階途中で利用者のご都合により   －  前記４の（３）参照  

 解約した場合の解約料    

 その他    

 

７．居宅介護支援の提供の留意点 

 

（１）ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、過去６ヶ月間に作成した 

   ケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の 

   各サービスの割合をご利用者に説明します。この情報は、介護サービス情報公表制

度においても公表をしております。 

 

（２）入院時には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援するため早期に病院等と情報 

   共有をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡 

   先を伝えてください。 

 

（３）虐待の発生と再発防止対策を検討するために、院内虐待・ＤＶ対策委員会マニュア

ルに沿って利用者の安全の確保を図ることとしていきます。 

 

（４）感染症の予防とまん延の防止対策を検討するために、院内感染対策委員会マニュア

ルに沿って利用者の安全確保を図ることとしていきます。 

 

（５）介護保険法に基づき、当事業所の介護支援専門員が行う業務は、居宅サービス計画

    の作成および他事業所等との連絡調整が主となります。 

   そのため、日常の雑務や見守り、日常的な電話等による安否確認、買い物、外出支

援、金銭管理等を介護支援専門員が代行することはできません。また、救急車同乗

や通院時の付き添いや送迎についても、原則として実施いたしません。 

 

 

 

 

 

 



８． サービス内容に関する苦情 

 

①当会利用者様相談・苦情担当 

当会の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供して

いる各サービスについてのご相談・苦情を承ります。 

 

担当   宮上 夏世         電話（０５３）４０１－００８２ 

②その他 

当会以外に・区市町村の相談・苦情窓口・国保連合会相談・苦情窓口等に苦情を伝える

ことができます。 

 

区市町村名  浜松市 

 

担当     介護保険課       電話（０５３）４５７－２３７４  

 

国保連合会  介護保険担当      電話（０５４）２５３－５５８０ 

 

    

９．当会の概要 

名称・法人種別      静岡県厚生農業協同組合連合会 

 

代表者役職・氏名         代表理事理事長   荒田 庄冶 

 

本会所在地          静岡県静岡市駿河区曲金３丁目８番１号 

電話番号                 （０５４）２８４－９８６４ 

 

定款の目的に定めた事業  １．医療に関する事業 

             ２．保健に関する事業 

             ３．老人の福祉に関する事業 

             ４．全各号の事業に附帯する事業 

 

営業所等          居宅介護支援   

             訪問看護                                            

                          訪問リハビリ   

             通所リハビリ   

              介護老人福祉施設・介護老人保健施設  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


